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令和 2年 12月 24日
群馬県ハング・パラグライディング違盟 殿

自衛隊新町駐屯地上空におけるバングライダこ及びパラグライダー (原動機を有するものを含
む)の飛行の自粛要請について (依頼)

新町駐屯地

:                            警備班

標記について、下記のとお り要請 しますので、ご協力お願いしますら

記

主に天気の良い休日において、陸上自衛隊新町駐屯地上空において、モーター・ハンラグライダーの飛行が確

認されております。当該航空機の自衛隊駐屯地上空での飛行は、航空法上で規制されていないものの、自衛隊め

任務の特性上、業務に支障をきたす恐れがあります。今後におきましては、可能な限り本次案を周知していただ

き、小型無人機等による同様の飛行をご遠慮していただくよう依頼します。ご協力よろしくお願いします。

※ 参考

小型無人機等とは

平成 28年法律第 9号 (国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事

業所の周辺上空における小型無人機等の飛行の禁上に関する法律)第 2条第 3項に示された以下の航空機をい

う。

1 小型無人機 (いわゆるドローン等)

2 特定航空用機器                       ′

(1)操縦装置を有する気球

(2)ハングライダー (原動機を有するものを含む)

(3)パラグライダ● (原動機を有するものを含む)

担当者  :陸上自衛隊新町駐屯地第 12後方支援隊本部警備班 伊藤准尉 (0274-42-1■ 21)

(内線 1247)
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